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滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条

例案要綱 

 

 

１ 改正の理由 

食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整

備に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第 62号）による農業振興地域の整

備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）の一部改正に伴い、必要な規定の整理を行うた

め、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成 18年滋賀県条例第 71

号）の一部を改正しようとするものです。 

 

２ 改正の概要 

(1) 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の

整理を行うこととします。（別表関係） 

(2）この条例は、公布の日から施行することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第 21 号 

総務・企画・公室常任委員会資料４ 

令 和 ８ 年 （ 2 0 2 6 年 ） ３ 月 １ ０ 日 

総 務 部 行 政 経 営 推 進 課 
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滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例新旧対照表 

旧 新 

本則・付則 省略 本則・付則 省略 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

(1)～(51) 省略 

(52) 農業振興地域の整備に関する法律（昭

和44年法律第58号。以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げる事務 

ア～エ 省略 

オ 法第15条の４第１項の規定による必要

な措置の勧告 

カ 法第15条の４第２項の規定による公表 

市町（近江八幡市を

除く。） 

(52)の２以下 省略 
 

(1)～(51) 省略 

(52) 農業振興地域の整備に関する法律（昭

和44年法律第58号。以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げる事務 

ア～エ 省略 

オ 法第16条第１項の規定による必要な措

置の勧告 

カ 法第16条第２項の規定による公表 

市町（近江八幡市を

除く。） 

(52)の２以下 省略 
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